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東京都中央卸売市場豊洲市場関連事業者募集要領 
 
 
 
 東京都中央卸売市場豊洲市場関連事業者の募集については、東京都中央卸売市場条例（以

下「条例」という。）及び同施行規則（以下「規則」という。）、関連事業者の業務手続に関す

る要綱に基づくほか、この要領による。 
 
 
 
第１ 市場の名称及び位置 

東京都中央卸売市場豊洲市場 東京都江東区豊洲６丁目５番１号 
   

第２ 豊洲市場開場予定日 

   平成２８年１１月７日（月） 

 

第３ 募集する業務の種類等 

業務 

（大区分） 

種類 

（中区分） 

内容 

（小区分） 
公募数 

物販・飲食業務 用品販売業 

（市場関係者の業務

に直接必要な用品類

を提供する者） 

荒物雑貨類販売業 

[包丁・刃物類販売業]  
１ 

関連食料品等販売業 

（買出人に便益を提

供するために特別に

許可された加工食料

品販売業及び生鮮食

料品等販売業） 

関連食料品等販売業 

[例：玉子焼、油、醤油、調味食材、缶

詰、味噌、惣菜、米、珍味加工食品等

販売業] 

※現状で既に充足しているため、以下

のものについては募集しない 

野菜・つまもの、生麩、湯葉、海苔、

塩、鰹節、昆布、わかめ、鶏卵、とう

がらし 

８ 

 
第４ 店舗 

 豊洲市場６街区水産仲卸売場棟４階関連事業者物販店舗エリア９店舗 

（１）約３６．０㎡（約４．５ｍ×約８．０ｍ）…２店舗 

（２）約１８．０㎡（約４．５ｍ×約４．０ｍ）…７店舗 

         ※使用する店舗については、事業者内定後の調整による。 
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第５ 応募前の説明会 

   以下のとおり、応募前の説明会を実施します。説明会で申込書、添付書類の様式等を

配布します。応募を検討されている方は必ず出席してください。 
 １ 日時 平成２８年２月１２日（金） 午後２時から 
２ 場所 東京都中央区築地５丁目２番１号 

東京都中央卸売市場築地市場 青果部本館２階 東京都第１会議室  
※別紙１「東京都事務所・会議室案内図」を参照してください。 

 

第６ 応募受付 

１ 期間 平成２８年２月１９日（金）及び２２日（月）の２日間 
２ 時間 午前１０時から午後４時まで 
３ 場所 東京都中央区築地５丁目２番１号 

       東京都中央卸売市場築地市場 水産物部本館２階 東京都事務所 
       ※別紙１「東京都事務所・会議室案内図」を参照してください。 

管理課施設管理係  電話 ０３－３５４７－８０１６～９ 
       

４ 提出書類 
応募者は、<別添１>の申込書に別紙２「申込書添付書類一覧」に掲げる書類

を添付して提出してください。 
郵送による申込は受付けません。 
なお、提出書類は合否にかかわらず返還しませんので、ご了承ください。 

 
第７ 応募資格要件 

１ 応募者が個人である場合 
（１） 豊洲市場の開場と同時に業務を開始すること。なお、造作工事等については東京

都の指示に従うこと。 
（２） 許可内定を受けた日から６ヵ月以内に法人化に努めることを（応募者が法人の代

表者とならなければならない。）誓約する者。 
（３） 業務資金を３００万円以上有していること。 
（４） 応募する業種区分の販売業の経験を５年以上有していること。 
（５） 欠格条項 

応募者が次に挙げる事項に該当するときは応募できません。 
ア 破産者で復権を得ない者であるとき。 
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算し

て３年を経過しない者であるとき。 
ウ 市場業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して３年を経過しない

者であるとき。 
エ 条例第３８条第４項第２号、第３号及び第５号から第７号に掲げる者に該当しな

いこと。 
２ 応募者が法人である場合 
（１） 豊洲市場の開場と同時に業務を開始すること。なお、造作工事等については東京
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都の指示に従うこと。 
（２） 業務資金を３００万円以上有していること。 
（３） 応募する業種区分の販売業の実績を５年以上有していること。 
（４） 欠格条項 

法人の業務を執行する役員が、下記の事項に該当するときは応募できません。 
ア 破産者で復権を得ない者であるとき。 
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、そ

の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算し

て３年を経過しないものであるとき。 
ウ 市場業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して３年を経過しない

者であるとき。 
エ 条例第３８条第４項第２号、第３号及び第５号から第７号に掲げる者に該当しな

いこと。 
 

第８ 選考方法 

応募者に対する選考は、次により行います。 
 １ 一次審査 申請時の提出書類による内容審査 
 ２ 二次審査 一次審査合格者に対して経営内容、方針、事業計画等について面接による

聞き取り調査 
一次審査合格者には平成２８年２月２５日（木）の午前９時から午後３時

までの間に東京都から電話で連絡します。一次審査不合格者には連絡しま

せん。 
 

第９ 面接日時及び場所 

 １ 日時 平成２８年２月２９日（月）、３月１日（火）、２日（水）のいずれか１日（１

者あたり３０分程度） 
面接日時については、一次審査合格者への電話連絡時に、お伝えします。 

 ２ 場所 東京都中央卸売市場築地市場 青果部本館２階 東京都第２会議室 
      ※別紙１「東京都事務所・会議室案内図」を参照してください。 
３ 出席 代表者（又は取締役支店長等） 

さらに役員・販売統括者から１名出席可。 
 
第 10 選考結果及び許可内定 

平成２８年３月２５日（金）頃に、選考結果を書面で通知します。 
この選考により合格した者は、豊洲市場関連事業者として内定したものとします。 
なお、条例に基づく業務許可の手続きは、豊洲市場開場時までに改めて行います。 
内定者が提出した書類に虚偽があったとき並びに誓約書に違反したときは、許可の内

定を取り消すことがあります。 
 

第 11 その他 

 １ 市場における関連事業者の責務や必要な手続きについては、別紙３「関連事業者につ

いて」をご覧ください。 
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２ 許可内定後、業務開始に必要な豊洲市場の造作工事は以下のとおり進めてください。

室内の造作工事をする場合は、応募者施工になります。 

平成２８年３月２５日 許可内定（予定） 
平成２８年３月中    許可内定後、使用店舗の決定 

平成２８年３月中    造作工事相談室へ予約し、相談開始（※１） 

平成２８年４月２８日 造作申請受付締切（※２） 

平成２８年８月中     造作申請承認後に施工 

平成２８年９月中     工事完了後、完了届を提出し検査を受けてください 

 

※１ 造作申請する前に、必ず造作工事相談室に連絡し相談してください。また、詳

細図面（白図）は同相談室で受領してください。 

なお、店舗の設備については下表のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※２  所定の申請書に平面図・配線図・設備仕様書等の図面類及び見積書を添付して

造作工事相談室（青果部本館３階）に申請してください。 
３ 営業に必要な免許及び許可 

（１）食品衛生法又は食品製造業等取締条例に基づく営業許可（食肉販売業、食料品等販

売業など）は、取り扱う品目、営業の形態により、食品衛生法又は食品製造業取締

条例に基づく営業許可の取得が必要な場合があります。営業許可を取得する場合は、

定められた施設基準に合致した造作を作る必要があります。 
（２）店舗には食品衛生責任者を設置し、食品を衛生的に取り扱わなければなりません。 

４ 豊洲市場内に倉庫はありません。 
 

問合せ先 
〒104-0045 
東京都中央区築地５丁目２番１号 
東京都中央卸売市場築地市場 管理課 施設管理係 
電話 （０３）３５４７－８０１６～９ 

電気設備 

１８．０㎡区画：電灯約２．７ＫＶＡ（３０ＡＴ)、 

動力約２．７ｋｗ 

３６．０㎡区画：電灯約５．４ＫＶＡ（３０ＡＴ）、 

動力約５．４ｋｗ 

水道設備 給水２５Ａ、排水５０Ａ各１箇所 

ガス設備 なし 

電話設備 

店舗まで１回線分の配管・配線有。（増設する場合は別途工事が必要） 

この他に市場協会整備の「統合ネットワークシステム」にてＩＰ電

話が使用可能（申込必要） 
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 豊洲市場６街区水産仲卸売場棟４階

関連事業者物販店舗エリア 

 

豊洲市場 配置図 

豊洲市場６街区水産仲卸売場棟４階

関連事業者物販店舗エリア 
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別紙１ 
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別紙２ 
 

申込書添付書類一覧 
 

申込書<別添１>には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 応募者が個人である場合 

 ア 履歴書（第２号様式の３）<別添２> 

 イ 資産調書（第５号様式）<別添３> 

 ウ 住民票の写し 

 エ 区市町村長の発行する身分証明書 

 オ 印鑑証明書 

 カ 当該事業開始の日以後二年間における事業計画書（第６号様式）<別添４> 

 キ 応募者の写真（正面向き、上半身、脱帽、縦４㎝×横３ｃｍ） 

ク 応募者が条例第３８条第４項第二号及び第三号、第五号から第七号に該当しないこ

とを誓約する書面（第１９号様式の２）<別添５> 

ケ 所得税青色申告決算書又は白色申告書及びその所得の算出基準となった計算書(写) 

コ 直近３ヵ年の個人事業税の納税証明書 

サ 金融機関発行の預金残高証明書 

シ 許可内定を受けた日から６ヵ月以内に法人化に努めることを誓約する書面（誓約書）

<別添６> 

  ス 豊洲市場の開場と同時に業務を開始する旨を誓約する書面（誓約書）<別添７> 

 

 二 応募者が法人である場合 

   ア 定款又は規約 

  イ 登記事項証明書 

  ウ 貸借対照表 

  エ 損益計算書 

  オ 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書（第６号様式）<別添４> 

  カ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載し

た書面（第８号様式）<別添８> 

  キ 役員名簿（第９号様式）<別添９> 

  ク 業務を執行する役員につき、区市町村長が発行する身分証明書 

  ケ 法人の代表者の印鑑証明書 

  コ  法人の代表者の履歴書（第２号様式の３）<別添２>及び写真（正面向き、上半身、

脱帽、縦４㎝×横３ｃｍ） 

サ 業務を執行する役員が、条例第３８条第４項第二号及び第三号、第五号から第七号

に該当しないことを誓約する書面（第１９号様式の２）<別添５> 

  シ 法人事業税申告書(写) 
ス 直近３ヵ年の法人事業税の納税証明書 

セ 金融機関発行の預金残高証明書 

ソ 豊洲市場の開場と同時に業務を開始する旨を誓約する書面（誓約書）<別添７> 
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<別添１> 
申 込 書 

 
 
 
東京都知事 舛添 要一  殿 

 
 
 
２７中築管第７７０号により募集している東京都中央卸売市場豊洲市場関連事業

者について、書類を添えて申し込みます。 
 
 
平成  年  月  日 
 
 

住 所 
 

法人名（法人のみ） 
 

代表者名                   ㊞ 
 
 

担当者氏名 ：          
 

電 話（※）：         F A X ：            
※日中確実に連絡を取ることのできる連絡先を記入してください。 

 
 
 
１ 応募する業務の種類（該当する項目に丸を付けてください。） 
 

用品販売業     関連食料品等販売業 
 
２ １で関連食料品等販売業を選択した場合、主たる販売内容を具体的に記入してく

ださい。（例：玉子焼） 
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年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

電　話

月 日

第２号様式の３（第９条の２、第１１条、第１１条の２、第１２条、第１４条、第１５条、第１８条
第２２条、第２３条、第２５条、第６８条関係）

履　　歴　　書

生年月日

本　　　籍
（都道府県名）

現 住 所

フリガナ

氏　　名

賞　　罰

経　　歴

年

年 月 日

　備考　経歴は、市場取引業務についての履歴とする。

（日本工業規格Ａ列４番）

氏　名 印

　
　以上のとおり相違ありません。

　　　　　年　　月　　日

<別添２> 
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<別添３> 

第5号様式（第12条、第14条、第15条、第22条、第25条、第68条関係）

年 月 日現在

（日本工業規格A列4番）

円 円

資　産　調　書

氏　　　名

資　　　　産 負　　　　債

平成

科 目

土 地

建 物

造 作 什 器

銀 行 預 金

有 価 証 券

売 掛 金

合 計

金 額 科 目

借 入 金

買 掛 金

合 計

金 額
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<別添４> 

 

第6号様式（第12条、第14条、第15条、第22条、第25条、第68条関係）

平成 年 月

氏名又は名称

内
　
訳

内
　
訳

千円

千円

千円

（日本工業規格A列4番）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円 100%100%

100% 100%千円千円

人

（　　　人） （　　　人）
人

純 利 益

年

人

売 上 利 益

営 業 費 用

人 件 費

そ の 他

千円

内
　
訳

年

千円 千円

販 売 先 （ 構 成 比 ）

事　業　計　画　書

事　　　　　項

資 本 金 （ 出 資 金 ）

日

役 員 数

従業員数（うち家族従業員） 人

売 上 金 額 （ 構 成 比 ）
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<別添５> 

 

流通補完業務

物販・飲食業務 の許可を申請しましたが

加工・サービス業務

平成 年 月 日

住　所

氏　名 印

東京都中央卸売市場　豊洲　市場の

誓　約　書

（日本工業規格A列4番）

　東京都中央卸売市場条例第38条第4項第2号、第3号及び第5号から第7号までの規定に該当し

　ていないことを誓約します。

東京都知事　殿

第19号様式の2（第25条関係）
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<別添６> 

平成 年 月 日

東京都知事　殿

住　所

氏　名 印

誓　約　書

豊洲市場関連事業者の許可内定を受けたときは、許可内定を受けた日から
６ヵ月以内に法人化に努めることを誓約します。
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<別添７> 

平成 年 月 日

東京都知事　殿

住　所

氏　名 印

誓　約　書

豊洲市場関連事業者の許可内定を受けたときは、豊洲市場の開場と同時に業
務を開始します。豊洲市場開場時に営業を開始できない場合には、豊洲市場
関連事業者の許可または許可内定を取り消されても異存ございません。
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<別添８> 

第8号様式（第12条、第14条、第15条、第22条、第25条関係）

年 月 日現在

（日本工業規格A列4番）

平成

株　主（社員）名　簿

法　人　名

氏 名 住 所 持株数又は出資額 摘 要
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<別添９> 

 

第9号様式（第12条、第14条、第15条、第22条、第25条、第68条関係）

年 月 日現在

（日本工業規格A列4番）

平成

法 人 名

役　員　名　簿

役 職 名 生 年 月 日 住 所
氏　　名
フリガナ
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別紙３ 

 

関連事業者について 

 

１ 関連事業者の責務 

  関連事業者は、その業務を適正かつ健全に運営し、経営の近代化及び商品等の品質管理

の徹底を図り、市場関係者に対しサービスの向上に努めなければならない。 

 

２ 市場施設の使用についての規定 

（１） 市場施設について使用の指定または許可を受けたものは、当該施設の全部または一

部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。 

（２） 市場施設は、その本来の用途以外の用途に使用してはならない。 

（３） 使用者は、知事の承認を受けないで使用施設に建築、造作若しくは模様替えをし、

または現状に変更を加えてはならない。 

（４） 使用者の死亡、解散、廃業または業務の取消しその他の理由により市場施設の使用

資格が消滅したときは、自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければなら

ない。 

（５） 市場施設使用料は、条例及び規則で定められる。 

（６） 市場において使用する電力、電話、水道、暖房、冷房等の費用及びこれらの施設の

維持等に要する費用で知事の指定するものは、使用者の負担とする。 

 

３ 施設使用料及び保証金 

関連事業者は、使用を指定された関連事業者営業所の施設使用料を支払う。ただし、月

の途中から使用を開始する場合には日割りで計算する。 

また、使用料月額に応じて算出した保証金額を営業開始前までに預託しなければならな

い。（別添 別表第７参照） 

他には、販売金額（生鮮食料品等の販売に限る）の１，０００分の１の使用料がある。（別

添 別表第５参照） 

また前年（暦年）の販売金額（生鮮食料品等の販売に限る）に応じて保証金額（別添 別

表第９参照）による保証金を定める。 

 

（施設使用料月額及び保証金額の算出例） 

店舗面積 月額使用料単価 

（※） 

使用料月額 保証金額 

３６．０㎡ ２，３８６円／㎡ ８５，８９６円 ３２０，０００円 

１８．０㎡ ２，３８６円／㎡ ４２，９４８円 １６０，０００円 

※   関連事業者営業所使用料２，３８６円／㎡（平成２８年１月１日現在） 

なお、施設使用料の額は改定されることがある。 
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４ 許可の取消し 

（１） 条例第３８条第４項第一項、第二号又は第五号から第七号までのいずれかに該当す

ることになったとき。 

（２） 正当な理由がないのに許可の通知を受けた日から一月以内に保証金を預託しないと

き。 

（３） 正当な理由がないのに許可の通知を受けた日から一月以内にその業務を開始しない

とき。 

（４） 正当な理由がないのに引き続き１ヶ月以上、その業務を休止したとき。 

（５） 正当な理由がないのに業務の遂行を怠ったとき。 

 

５ 各種届出等の義務 

（１） 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に

届け出なければならない。 

 一 その業務を開始し、休止し、又は再開したとき。 

 二 その業務を廃止したとき。 

 三 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 

 四 法人である場合にあっては資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。 

 五 商号を変更したとき。 

（２） 関連事業者が死亡又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は規則

で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（３） 関連事業者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日現在において規

則で定めるところにより作成した事業報告書をその日から起算して９０日を経過する

日までに知事に提出しなければならない。 

一 法人である関連事業者にあっては毎事業年度の末日 

二 個人である関連事業者にあっては毎年１２月３１日 

 

６ 監督処分 

  業務に関し不正の行為があったとき、市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害

したとき、使用料等を納付しないとき、買受代金の支払いをしないとき、その他条例若し

くは規則に違反したときは、１万円以下の過料を科し、許可を取消し、又は６月以内の期

間を定めて市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
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別添 

 

東京都中央卸売市場条例施行規則 

 別表第７（第１３条の２、第２５条の２関係） 

 面積又は体積による使用料月額 保 証 金 額 

 ５，０００円未満 面積又は体積による使用料月額の４倍 

 ５，０００円以上１０，０００円未満 ２０，０００円 

１０，０００円以上２０，０００円未満 ４０，０００円 

２０，０００円以上４０，０００円未満 ８０，０００円 

４０，０００円以上６０，０００円未満 １６０，０００円 

６０，０００円以上８０，０００円未満 ２４０，０００円 

８０，０００円以上１００，０００円未満 ３２０，０００円 

１００，０００円以上 

面積又は体積による使用料月額の４倍。た

だし、その額が１，０００万円を超える場

合は１，０００万円とする。 

 

別表第５（第７１条、第７３条、第７５条関係）より一部抜粋 

種    別 食肉市場以外の市場 

関連事業者営業所使用料 
販売金額（生鮮食料品等の販売に限る。）の

１，０００分の１ 

 

別表第９（第２５条の２関係） 

 生鮮食料品等を販売した場合の前年（暦年）の 

販売金額 

当該会計年度中の販売金額による 

保証金額 

１，０００万円未満 ０円 

１，０００万円以上２，０００万円未満 ４，０００円 

２，０００万円以上３，０００万円未満 ８，０００円 

３，０００万円以上５，０００万円未満 １２，０００円 

５，０００万円以上８，０００万円未満 ２０，０００円 

８，０００万円以上１億円未満 ３０，０００円 

１億円以上２億円未満 ４０，０００円 

２億円以上３億円未満 ８０，０００円 

３億円以上５億円未満 １２０，０００円 

５億円以上１０億円未満 ２００，０００円 

１０億円以上 ４００，０００円 

 


